
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
三
十

一
日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

銀
座
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
１
合
同
会
社

清
算
人

中
村

武

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

銀
座
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
１
一
般
社
団
法
人

代
表
清
算
人

中
村

武

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
三
丁
目
三
番
二
号
プ
ラ

ウ
ド
タ
ワ
ー
目
黒
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
二
五
〇
六

合
同
会
社
マ
ウ
ン
ト
ワ
ン

清
算
人

鈴
木

正
敏

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
江
東
区
海
辺
三
番
一
一
号

株
式
会
社
ユ
タ
カ
・
エ
ス
テ
ー
ト

代
表
清
算
人

染
谷

光
一

解
散
公
告

当
法
人
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
二
〇
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
四
番
一
六
号

一
般
社
団
法
人
文
字
起
こ
し
活
用
推
進
協
議
会

代
表
清
算
人

長
谷
川
志
保
（
宮
田

志
保
）

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
の
九

五

株
式
会
社
さ
く
ら

代
表
清
算
人

井
料

愛
理

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
一
七
番
三
号

有
限
会
社
勝
沼
総
合
企
画

清
算
人

勝
沼

英
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
品
川
区
小
山
七
丁
目
三
番
一
七
号

フ
ロ
ッ
グ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

高
田

重
久

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
、
同
年
五
月
三
十
一
日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
一
番
六
号
Ｊ
Ｒ
新
宿

ミ
ラ
イ
ナ
タ
ワ
ー

株
式
会
社
コ
ペ
ル

代
表
清
算
人

大
坪

信
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
、
同
年
五
月
三
十
一
日
付
で
解
散
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
一
番
六
号
Ｊ
Ｒ
新
宿

ミ
ラ
イ
ナ
タ
ワ
ー

株
式
会
社
コ
ペ
ル
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

代
表
清
算
人

大
坪

信
之

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
杉
並
区
成
田
西
三
丁
目
二
〇
番
七
号
ジ
ェ

イ
パ
ー
ク
浜
田
山
九
〇
二
号

有
限
会
社
ル
ナ
ウ
イ
ン
グ
ス

清
算
人

篠
原

久

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
江
戸
川
区
江
戸
川
一
丁
目
二
三
番
二
号

有
限
会
社
横
島
製
本
紙
工

清
算
人

横
島

光
徳

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
七
丁
目
一
三
番
六
号

ア
ン
タ
ッ
プ
合
同
会
社

清
算
人

安
西

活

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
台
東
区
浅
草
橋
一
丁
目
三
一
番
八
号

株
式
会
社
加
藤
商
店

代
表
清
算
人

加
藤

彰
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
付
株
主
総
会
の
決
議
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
四
丁
目
八
番
三
〇

七

〇
八
号

日
昭
自
動
車
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
澤

成
弘

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
三
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
二
番
一
五
号
ウ
イ
ン

青
山
一
二
一
四
号

合
同
会
社
Ｇ
ｅ
ｒ
ｂ
ｅ
ｒ
ａ

清
算
人

安
田

勇
太

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
に
お
申
し
出
下

さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
九

一
五
宮
益
坂

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
六
〇
九

株
式
会
社
Ｓ
ｃ
ｒ
ｕ
ｓ
ｈ

代
表
清
算
人

堀
田

竜
也


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